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Ⅰ 事業の概要 

 

 

   

− 1 −



１ 事業のねらい 

 
 2025 年に向けた地域医療構想において、「在宅医療の充実」が掲げられており、保健所も一定
の役割が期待されている。しかし、令和元年度に当該事業班が全国保健所を対象に行った調査で
は、管内の在宅医療提供体制の強化のために実践な関わりをしている保健所は 25％であった。 
この結果を踏まえ、保健所による在宅医療の充実化に向けた実践を可能とすることを目的と

して、令和２～３年度に、在宅医療体制整備に成果をあげている保健所を対象に、その現状分析
や圏域合意形成に係る手法について調査し、令和４年度に、この成果を「管内の在宅医療につい
て、医療計画を策定するためのハンドブック」（以下、ハンドブックという。）としてまとめた。
令和５年度は第８次医療計画の策定年度であることを念頭におき、このハンドブックを活用し
て保健所を対象とした研修会を開催した。研修会の目的は第８次医療計画（在宅医療）案の策定
とし、知識の習得を目的とする基本編研修会と、実践に向けた課題整理及び行動計画の立案を目
的とした応用編研修会を 2 日連続で現地開催した。基本編参加者の理解向上や応用編参加者の
多くが実践に至ったことが確認されたことから、研修会は一定の効果があったと評価できた。一
方で、より多くの保健所への普及が課題として残った。また、地域での実践が困難であった保健
所に対する聞き取りから、実践において保健所長の理解と協力が重要であることが分かった。 
そこで、令和６年度の事業班活動の目的を令和７年度に策定予定とされる地域医療構想にお

ける在宅医療の充実及び構想策定後の効果的な在宅医療体制整備の実現として、保健所を主対
象とした研修会とフォローアップを実施することとした。研修会の目標としては、基本編では在
宅医療の充実化支援に資する基礎知識の習得、応用編では「管内の在宅医療を向上させるための
素案」を立案することとして保健所長の参加を必須とした。さらに、研修後に参加者が地域で取
り組みを進められるよう、班員によるフォローアップを行い、状況に応じた助言を通じて実践を
促すこととした。 
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２ 事業の内容 

今年度は、上期で基本編研修会及び応用編研修会を実施し、下期で参加者のフォローアップ
を行うとともに保健所による在宅医療提供体制の充実化支援に係る課題の整理等を実施した。
これらの実施にあたり、定期的に班会議を開催し、加えて班員によるメーリングリスト（以下、
班員 ML という。）で意見交換や検討を重ねることで推進した。 

  

（１）基本編研修会 

基本編研修会では、在宅医療に関する知識、在宅医療提供体制の構築と課題及び行政として
の対応策に関する８つの講義と、自治体の実情や取組状況などを共有するためのグループワ
ーク 3 コマを実施した。講義内容は表１、研修内容の骨子は図１に示す。また、講義で使用し
た配付資料については、Ⅱ資料に掲載した。 
実施方法として、より多くの保健所等への普及のためにオンライン形式を採用した。グルー

プワークを実施するためのライブ配信（7 月 7 日）と、より多くの保健所等への提供を目的と
したオンデマンド配信（8 月 9 日から、日本保健所長会ウェブサイト）を実施した。 

 
表１ 講義内容 

セミナー① 在宅医療が必要な理由 

セミナー② 在宅医療の基礎知識 

セミナー③ 在宅医療の課題について（事例：中山間地・県型、都市部・市型） 

セミナー④ 在宅療養支援診療所への働きかけ 

セミナー⑤ 中小病院・在宅療養支援病院への働きかけ 

セミナー⑥ 訪問看護の実情 

セミナー⑦ 在宅医療・介護連携（事例） 

セミナー⑧ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法 
 
図１ 研修会の内容 
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（２）応用編研修会 

応用編研修会では在宅医療の充実化支援に係る基礎知識が必要なことから、基本編研修会
の参加者に対して参加を募った。また、令和５年度の研修会後の聞き取りから、地域実践に保
健所長の理解と協力が重要と分かったことから、保健所長の参加を必須とした。参加者が決定
した段階で、参加保健所等１か所に対して班員を１～２名ずつ担当者として配置した。 
参加者の事前準備として、ハンドブックに沿ったデータ分析を実施し、担当者の助言を受け

ながら資料を作成して提出、併せて管内の情報について追加収集していただいた。班員の事前
準備として、参加者から提出された分析結果を共有し、対応策等を検討した。 
研修は、9 月 21 日午後～22 日午前にかけて現地で開催した（会場：ビジョンセンター東

京）。参加者は、(1)管内の現状と課題、(2)課題への具体的対応案、(3)対応案を管内で合意形
成する手順と実現にむけた計画の３つのテーマに沿って、グループワークを行い、テーマごと
に各グループから発表とその後の意見交換を実施した。これらの過程を通じて、研修会の成果
として参加保健所の全てが「管内の在宅医療を向上させるための素案」を作成した。 
 
（３）参加者のフォローアップ 

基本編研修会のライブ配信の参加者に対し、当日の質疑応答の内容を Q&A 集としてまとめて
提供し、併せてオンデマンド配信について案内した。 
応用編の参加者に対しては、参加者・班員により構成されるメーリングリスト（以下、フォロ

ーアップ ML という。）を作成し、地域で実践するうえでの困り事等を共有・相談できる仕組み
をつくった。また、参加保健所等に対して担当する班員が個別に連絡をとり、取り組みの進捗を
確認するとともに課題がある場合は解決に向けた助言等を実施した。令和 7 年 1 月に最終ヒア
リングを実施し、参加者の研修後の実践状況を確認し、班員 ML を通じて課題を整理して考察
を行い、それぞれの参加保健所にフィードバックした。 
 
（４）班会議及び勉強会 

当該事業の推進を図るために定期的に班会議を実施し、進捗の共有、意見交換及び課題の検討
を行った（表２）。また、在宅医療の充実化に資する勉強会として、令和 7 年 1 月 12 日にオン
ライン会議システムを用いて、原田昌範先生（ 山口県立総合医療センターへき地医療支援セン
ター診療部長、山口県防府保健所長）に「在宅医療提供体制整備、医療・介護連携における医療
DX の活用」についてご講演いただき、班員と意見交換を行った。 
 
表２ 班会議の開催状況 

開催日時 議題 

第１回班会議（Zoom）  

日時：令和６年４月 14 日（日） 

10:00～12:00 

(1)基本編研修の日程決定 

(2)今年度の基本編研修の内容の検討 

(3)その他 
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(2)今年度の基本編研修の内容の検討 

(3)その他 

開催日時 議題等 

第２回班会議（Zoom） 

日時：令和６年５月 19 日（日） 

10:00～12:00    

(1)基本編セミナー①～⑧についての検討 

(2)その他 

第３回班会議（Zoom） 

日時：令和６年６月 30 日（日） 

13:00～16:00 

(1)基本編セミナーの予行 

(2)その他 

 

第４回班会議（Zoom） 

日時：令和６年８月 11 日（日） 

10:00～12:00 

(1)基本編セミナーに関する報告 

(2)応用編セミナーの事前打ち合わせ 

(3)成果物の公表について 

(4)事業運営について 

(5)その他 

第５回班会議（Zoom） 

日時：令和６年９月 16 日（月・祝） 

10:00～12:00 

(1)応用編セミナーの事前打ち合わせ（最終確認）  

(2)応用編の評価方法について 

(3)次回の予定 

(4)その他 

第６回班会議（Zoom） 

日時：令和６年 10月 30 日（水） 

16:00～18:00 

(1)令和６年度研修会について 

・事前・事後アンケートの結果の速報 

・反省点・気づきの共有 

(2)応用編のフォローアップ 

・フォローアップに係るスケジュールの共有 

・参加者の実践成果のまとめ方について 

(3)来年度以降の計画に関する意見交換 

(4)その他 

第７回班会議（Zoom＋現地） 

日時：令和６年 12 月８日（日）  

10:00～12:00 

※現地：日本公衆衛生学会学術集会会場 

(1)令和６年度研修会について 

・事前・事後アンケートの結果 

・応用編のフォローアップ状況 

(2)中間報告会の報告 

(3)来年度以降の計画に関する意見交換 

(4)今後の予定 

第８回班会議（Zoom） 

日時：令和７年１月 12 日（日） 

同日 10:00～12:00 

(1)研修会アンケートに関する検討 

(2)その他 

※同日、勉強会を実施 

第９回班会議（Zoom） 

日時：令和７年２月９日（日） 

10:00-12:00 

(1)令和６年度活動のまとめ 

(2)令和７年度計画の検討 

(3)その他 
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３ 事業の運営体制 

  

役名 氏名 所属 

分担事業者 小倉 加恵子 鳥取県倉吉保健所 

協力事業者 福永 一郎 高知県須崎福祉保健所 

協力事業者 岡本 浩二 埼玉県川口市保健所 

協力事業者 柳  尚夫 兵庫県豊岡保健所 

協力事業者 長井 大 鳥取県鳥取市保健所          

協力事業者 逢坂 悟郎 兵庫県加東保健所 

協力事業者 片山 幸 愛知県名古屋市保健所港保健センター 

協力事業者 本木 隆規 奈良県福祉医療部 医療政策局  

協力事業者 近藤 雪栄 神奈川県横浜市緑福祉保健センター 
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協力事業者 荒井 未央 宮城県仙台市保健所太白支所 
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協力事業者 福尾 篤子 富山県厚生部健康対策室健康課 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 白井 千香 大阪府枚方市保健所 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 山本 大祐 関西医科大学看護学部 
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３ 事業の運営体制 

  

役名 氏名 所属 
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４ 実施結果 

（１）基本編研修会 

研修参加の応募者は 186 名であった。ライブ配信による研修会ではグループワークを実施
することからマネジメント可能な上限人数の 80 名とし、残りの応募者に対してオンデマンド
配信を行った。いずれの参加者とも、受講前のアンケート（事前アンケート）への回答を必須
として視聴案内を行い、ライブ配信は 78 名、オンデマンド配信は 57 名がアンケートに回答
して参加した。研修の効果を検証するため、研修修了直後に事後アンケート、半年後に最終ア
ンケートとして合計３回の調査を実施した。 
アンケート結果として、ライブ配信の参加者、オンデマンド配信の参加者とも、今回の研修

に参加した理由は、「管内の在宅医療の現状と課題を把握するため」、「管内の在宅医療の課題
に対する解決策を知るため」が半数以上であり、オンデマンド配信の参加者の方がいずれも
80％前後と高い割合を占めていた。また、所属保健所が在宅医療に関わることがあったかとい
う問いに対しては、「あった」と回答した者は、ライブ配信の参加者の 67％、オンデマンド配
信の参加者の 91％であった。 
ライブ配信の参加者について、研修に対する全体的な満足度（1-10 段階）は 8.20（95%CI: 

7.89 – 8.52）であった。研修前後の理解度の評価として、在宅医療への理解（1-10 段階、８項
目の平均値）は、受講前 3.86、直後に 6.55、半年後に 6.35、政策立案に向けた理解（1-10 段
階、４項目の平均値）は、受講前 3.38、直後に 5.35、半年後に 5.40 と受講後に向上し、かつ
半年後もその効果が持続していた。研修後、ハンドブックに沿って管内の在宅医療データ分析
を実施した参加者の割合は 15.7％と少なかった。オンデマンド配信の参加者については、事
後アンケートの回答が 3 名からしか得られず、研修の評価対象とできなかった。 
アンケート結果の詳細な分析については、Ⅱ資料に掲載した。 
 
（２）応用編研修会及びフォローアップ 

参加者は９名で、県型保健所４か所、市型保健所２か所、県所管課１か所、計７自治体が参
加した。うち、3 名（３自治体）は今年度から当該事業班の協力者となっており、人材育成の
観点から参加者として研修会に参加した。それぞれの管内における在宅医療について検討し、
全保健所が「管内の在宅医療を向上させるための素案」を完成した。詳細は次の（３）応用編
研修会の成果物に掲載した。 
研修後に参加者は研修結果を管内に持ち帰り、所内及び関係団体に素案を説明し、取り組み

を開始した。フォローアップとして担当者から個別に参加者の取組状況の進捗を確認し、必要
に応じて助言等をおこなった。また、保健所が地域医療構想に直接関わらない自治体において
も、地域の在宅医療や在宅医療・介護連携にどのように関わることができるかを考えること
で、業務を通じた実践につなげることができたという感想が聞かれた。意見交換等の目的でフ
ォローアップ ML を開設したが、稼働実績はなかった。 
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（３）応用編研修会の成果物、研修修了後の取り組み、事業班の考察 

 
①大都市部（ⅰ） 県型保健所（医療圏のうち一部を管轄） 

●●地地域域特特性性  
・二次医療圏域全体では、７市で構成。人口 110 万人強で、高齢化率は 29.5%。 
・当該保健所の管内は人口 25 万人強で、10 万人強の 2 市で構成されており、高齢化率は
約 30％である。人口は 2015 年をピークに減少傾向で、高齢化率は 2050 年には 40％を超
えると推計されている。 
●●管管内内のの在在宅宅医医療療のの現現状状とと課課題題  
1. 連携の拠点 

A 市は「市」が、B 市は「市と医師会」が担う予定となっているが、この体制に保健
所がどう関われるかは県の方針は明確ではない。 

2. 病院 
精神科病床を除く一般科病床に関しては、A 市は、６病院 1438 床（1005/人口 10 万

人）、B 市は 5 病院 749 床（625 床/人口 10 万人）で、A 市には医科大学関連病院と公
的病院の規模の大きな病院が 2 病院あるが、B 市には民間中小病院しかない。 
病床機能分化（圏域）は国の目標数にはほど遠く、機能分化でも、全国と同じく大

幅な急性期過剰と回復期不足であり、地域包括病床は A 市に 1 病棟あったが、令和 6
年度は病院機能報告で算定されていない。管内の病院の体制を表１に示す。 
表 1 管内の病院の体制 

 
3. 回復期入院医療  

回復期に分類した病床の中で、地域包括ケア病棟は１病棟しかなく、訪問診療や在
宅医療を直接・間接両面で支援する病院が管内に少ない。 

4. 訪問診療の需要見込（2023 年から 2029 年の伸び率予想）  
A 市 1.16 倍、B 市 1.10 倍の伸びと予想される（表２） 
A 市は、訪問診療を提供している診療所数と人口１０万当たりの訪問診療している

診療所数も強化型在支診も、県、圏域を上回っている。後方支援病院は少数だがある。 
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3. 回復期入院医療  
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宅医療を直接・間接両面で支援する病院が管内に少ない。 

4. 訪問診療の需要見込（2023 年から 2029 年の伸び率予想）  
A 市 1.16 倍、B 市 1.10 倍の伸びと予想される（表２） 
A 市は、訪問診療を提供している診療所数と人口１０万当たりの訪問診療している

診療所数も強化型在支診も、県、圏域を上回っている。後方支援病院は少数だがある。 

B 市は、A 市と比較すると在宅支援診療所数を含め、診療所の体制は県平均並みで
あるが、診療所を支援する在宅支援病院は２カ所あるが、どちらも機能強化型でも後
方支援病院でもなく、在宅支援病院の体制がやや脆弱である。 
表２ 主な在宅医療支援の状況 

 
5. 訪問看護ステーションの数は国や県平均を上回っており、数は多いが機能強化型は０

で、訪問看護間のネットワークは不十分である。 
●●課課題題にに対対すするる対対応応案案  
 厚生労働省の医療計画作成支援データブックでは、A 市は 2023 年時点で訪問診療実績が
2025 年需要予測に対応できつつあるが、B 市では両者に大きな差が生じている。（表 3） 
 表３ 訪問診療の実績と需要 

 
 医療体制については A 市が病床も多く、在宅医療に関わる資源も多いことから、まず B
市の体制作りがより切迫度が高いと考えられる。また、A 市の A 病院が数年先に B 市への
建て替え移転を行う予定で（医師会に事前説明あり）、B 市内の病床の機能分化と連携も地
域医療構想の視点からも喫緊の課題と考えられ、対応が必要である。 
 以上より、保健所として在宅医療体制構築のためにも、A 病院の B 市への移転後の体制
作りとして、①病床の機能分化と病病連携、②病診連携、③訪問看護のネットワーク化に取
り組む事を基本方針とする。B 市で成果を得ることができれば、隣接の A 市においても、
在宅医療体制の構築が更に進むヒントが得られるのものと考えられる。 
●●管管内内のの合合意意形形成成のの手手順順  
 A 病院が B 市に移転する予定の 2029 年までに以下の対策を計画する。病病及び病診連
携の準備を行いつつ、病院の機能分化と在宅医療体制の整備を進めることで、B 市内の現
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在の在宅医療体制が強化され需要に追いつき、各担い手の負担が軽減するとともに、経営
的メリットを各機関が得ることができる。結果的に管内在宅医療体制作りを保健所がリー
ダーシップを発揮できると考えた。 
1. 市内病院の今後の病床機能分化の意見聴取 

①移転予定病院の運営方針と移転後の病床機能の確認。 ②B 市内にある病院の今後
の運営方針の確認と A 病院移転後の病床機能の考え方の確認。 ③急性期に特化した
病床機能を A 病院が担うことが確認されれば、B 市内の今後の病病連携会議の提案。 

2. 病病連携会議の開始（仮称：地域医療構想 B 市会議） 
①移転に向けて、各病院の病床機能転換の意向を確認。できれば回復期（地域包括ケ
ア病棟や回復期リハ病棟）への転換について国基金を活用することも視野に入れて、
圏域での地域医療構想調整会議等で了解を得る。 ②病院間の転院調整会議を提案し、
B 市内にある病院の回復期の空床情報を定期的に交換する。 

3. 回復期転換した（特に地域包括ケア病棟）病院の訪問診療後方支援の体制作り 
①B 市医師会の在宅医療担当理事等と調整し、訪問診療実施医療機関への病院からの
支援ニーズを把握。具体的には、バックベッドや副主治医体制などを求めている様で
あれば、回復期病院への転換を提案。 ②病院からの退院患者がかかりつけ医を持た
ない場合の訪問診療医の紹介システム構築を医師会に依頼。 

4. 在宅訪問診療のシステム化  
①医師会主導で、在宅療養支援研究会（仮称）を作り、訪問看護やケアマネも含めた
在宅 ICT ネットワークを作る。 ②研究会の下部組織として B 市訪問看護ネットワー
クをつくり、訪看ステーション同士の協力体制だけでなく、介護保険や消防等との連
携について組織的に対応できるようにする。 ③「人生会議」の普及と併せて、望ま
ない救急搬送（DNAR）を防ぐための救急のプロトコール作成をし、訪問診療医、訪
問看護、在宅支援病院等の合意を得る。 

5. 入退院支援ルールの作成 
病院の入退院支援部門と地域包括支援センター、ケアマネ代表等で、入退院における
情報交換のルール等を作成し、運用を管理する 

 
●研修後の経過 

2024 年末までに、移転検討中の A 病院及び B 市内の病院の個別ヒアリングを保健所長自ら
実施した。A 病院においては、移転後の市内医療機関との連携の必要制は認識しているが、病
院間連携のシステム化の必要性や、その取り組みにおける病院の方針をまだ決めかねている
様子。また、B 市内の在宅医療体制作りの検討の拠点は市及び医師会であるので、訪問診療体
制について病院等からの訪問診療を受け入れるかについての協議の場を市と連携して取り組
む必要性があると保健所長は認識している。 
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院間連携のシステム化の必要性や、その取り組みにおける病院の方針をまだ決めかねている
様子。また、B 市内の在宅医療体制作りの検討の拠点は市及び医師会であるので、訪問診療体
制について病院等からの訪問診療を受け入れるかについての協議の場を市と連携して取り組
む必要性があると保健所長は認識している。 
 

●考察 
 当該保健所の所長は都市部保健所長としては珍しく、地域医療体制作りの必要性について
危機感を持って研修に参加され、管内状況の分析にも積極的に取り組まれつつある。都市部で
医療機関数が多い地域であるが関係機関調整の困難さを十分認識したうえで、今回の研修を
通じて課題整理と方法論について整理することを目指された。研修終了後、研修で得た方針に
沿ってキーになる医療機関や医師会へのヒアリングを中心としたアプローチを実施されてい
る。病院移転までに数年の時間的余裕がある事から、関係機関の合意形成を慎重に取り組もう
としている。 
都市部においては、高齢化による医療逼迫への危機感を関係機関と共有化するためには時

間が必要であるが、一方で、2040 年に向けて着実に課題解決をしていかなければ医療崩壊が
起こる可能性がある。当該保健所は在宅医療体制作りの都市部モデルとして成果をあげるこ
とができると大いに期待しており、事業班としても来年度以降もモニタリングを続けたい事
例である。 
 
②大都市部（ⅱ） 県型保健所（医療圏のうち一部を管轄） 

●●地地域域特特性性  
3市2町で構成される。医療圏域全体では、人口70万人程度で、高齢化率は26%。うち

当該保健所の管内は、10万人弱の基礎自治体で構成されており、30万人弱である。 
●●管管内内のの在在宅宅医医療療のの現現状状とと課課題題  
1. 診療所  

県平均よりやや少なめ。在宅支援診療所数は平均よりやや少ないが、2-3 の在宅専門
クリニックが訪問診療の多くを担っている。量的に充足していることが関心の低さに
つながっている。在宅医療の質の評価等に関する議論があまり行われてきていない。 

2. 病院  
在宅療養支援病院はひとつもなく、在宅医療を行う気配は今の所ない。地域包括ケア
病床も診療報酬減により持つ病院が減少。バックベット問題については議論がない。 

3. 訪問看護ステーション  
やや過剰な印象。24 時間対応していないステーションはいくつかある。小規模なとこ
ろが多いことが課題  

4. 看取り数  
2017 年から 2022 年に自宅死は 1.5 倍。孤独死の割合は不明。2020 年から 2040 年ま
でに 85 歳以上人口は 2 倍に増える見込みで今後大幅な増加が見込まれる。 

5. 訪問診療  
訪問件数 2017→2020 年で 2 倍 訪問患者数は 2017→2022 年までに 1.6 倍 

6. まとめ 
今後、後期高齢者人口が倍増する中で、訪問診療件数・患者数を確保する必要がある。
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一方で、在宅専門クリニックの新規開設が続いており、介入しなくてもリソースは増
える可能性がある。量及び質ともに在宅医療の確保に関する関心が比較的低いことが
課題。ACP についても現状把握が必要。また ICT ツールは管内で統一されたものはな
く、大きく分けて 2 つのシステムが並行しており、連携の問題が残る。 

●●課課題題にに対対すするる対対応応案案  
既存の郡市医師会に設置されている在宅医療サポートセンターを活用し、地域において、

適切な在宅医療の質と量等に関する検討が行われるよう、働きかけ及び支援を行う。 
●●管管内内のの合合意意形形成成のの手手順順  
今年度、郡市医師会の在宅医療担当理事及び在宅医療サポートセンターの担当者との話

し合いの場を設定する。当該保健所における企画調整機能の強化のため、本庁人事担当課
に対して人事要求を行うとともに、当該保健所における事務分担を整理する。 
来年度以降、在宅医療サポートセンターにおいて、地域で必要とされる在宅医療の在り

方について検討し合意形成が行えるよう支援を行う。在宅医療サポートセンターにより、
地域における在宅医療の質と量等に関する評価が適切に行われるよう、データ分析に関す
る検討の支援を行う。在宅医療サポートセンターにおいて、地域における良質かつ適切な
在宅医療の効率的な提供に関する検討が行われるよう、保健所が支援を行う。 

 
●研修後の経過 
本庁の在宅医療担当課と県医師会との関係が、在宅医療の事業委託をめぐり、うまくいって

いない状況がある。そのため現在は、地区医師会の在宅医療サポートセンターや市町に対し
て、働きかけはせずに様子をみる方針とされた。次年度以降については、新たな地域医療構想
の策定やかかりつけ医療機能報告制度など国の動きも見据えつつ、慎重に動く予定となった。 
 
●考察 
本圏域は大都市部近郊にあり、在宅医療のニーズは増えつつある中で在宅専門クリニック

の参入も相次いでおり、量的な不足は生じていない。しかし、今後も同様に在宅医療を提供す
る医療機関が増えていくとは限らず、現状と将来的な見込み等を自治体として把握する必要
がある。現時点で、保健所による在宅医療に関する介入は手付かずの状況であり、在宅医療に
係る資源についてヒアリングを通じた課題の炙り出しが必要と考えられた。また、病院や一部
のクリニック以外の在宅医療とも関係性を構築していき、継続的に質の高い在宅医療が提供
されるよう働きかけることが期待される事例であった。 
 

③大都市部（ⅲ）市型保健所 

●●地地域域特特性性  
・人口 230 万人、高齢化率 25.3％の政令指定都市 
・医師会、歯科医師会、薬剤師会は単一 
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本圏域は大都市部近郊にあり、在宅医療のニーズは増えつつある中で在宅専門クリニック

の参入も相次いでおり、量的な不足は生じていない。しかし、今後も同様に在宅医療を提供す
る医療機関が増えていくとは限らず、現状と将来的な見込み等を自治体として把握する必要
がある。現時点で、保健所による在宅医療に関する介入は手付かずの状況であり、在宅医療に
係る資源についてヒアリングを通じた課題の炙り出しが必要と考えられた。また、病院や一部
のクリニック以外の在宅医療とも関係性を構築していき、継続的に質の高い在宅医療が提供
されるよう働きかけることが期待される事例であった。 
 

③大都市部（ⅲ）市型保健所 

●●地地域域特特性性  
・人口 230 万人、高齢化率 25.3％の政令指定都市 
・医師会、歯科医師会、薬剤師会は単一 

・高度急性期医療は需要＜供給となりつつある 
・2040－2050 まで医療・介護需要は全体として緩やかに上昇 
・全国平均を上回る高齢者人口の増加率が予測され、特に超後期高齢者の急速な増加に伴
い介護需要増加が続く 
●●管管内内のの在在宅宅医医療療ににつついいててのの現現状状とと課課題題  
1. 医療・看護・介護の供給  

・人口当たりの入院病床数は少ない。 
・高度急性期医療の供給は過多（在院日数↓病床使用率↓病床の返上あり） 
・慢性期病床は減少しているが満床（施設患者の症状悪化時の救急病院搬送後、転院
受け入れ先は不足） 
・在支病は 24、在支診は 356（2022）で在支診は全国より多く、新規の開設も続き、
訪問に特化した診療所(20 名の医師の登録など)がある 
・訪問看護ステーション数は全国の 1.8 倍で新規開設も続く（看護学部同窓生など） 
・入所型介護施設はやや少ないが、訪問型介護施設は多く新規の開設も続いている 

2. 死亡時の状況 
・自宅死亡約 19％、施設死亡約 18％、自宅死亡の 3 割は不詳の死 

3. 管内の在宅・高齢者医療についての課題 
・医療の量として、これまで右肩上がりで行政等によるコントロールが不要であった
こと、県に権限があったことから、市は事務職も保健所医師も所管外という認識 
・県内各地域によって状況が大きく異なるため、県による一律の対応は困難 
・（そもそも）医療・介護の需要/供給の過不足の正確な評価が出来ていない 
・緩和ケア/認知症/がんなど、医療資源の技術の担保/満足度の実態が不明 
・施設入所者等高齢者の症状悪化時のバックベッドの不足 
・訪問看護 ST は規模が大きい方が経営しやすいと予測されるが大型化していない 

●●課課題題にに対対すするる対対応応案案  
・市内の在宅を含む医療について適切な評価を行う 
→自宅死亡についての監察医に対するヒアリング 
在宅支援診療所・病院の実績の確認 
院長等へのヒアリング 

・評価(及び課題)を関係者で共有し認識を一致させる 
関係者は、病院長、医師会、市保健所医師、市事務職員など 

●●管管内内ででのの合合意意形形成成のの手手順順  
・市公衆衛生医師等に対する応用編研修の参加報告と医療体制検討グループの結成 
・市事務職員による病院長へのヒアリングを含む医療体制の勉強会 
→病院長、医師会等との会議 
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●研修後の経過 
研修を通じてまずは実態把握が重要であると考えられたことから、自宅死亡事例に関して

監察医に対するヒアリングを実施して、独居高齢男性の不詳の死が多いことが分かった。ま
た、在宅支援診療所・病院の実績（地方厚生局）、医療計画作成支援データ 5 年分（県）を確
認して地域状況の把握を実施した。 
市公衆衛生医師（30 名）、歯科医師（4 名）に対して応用編研修の報告の機会を設けて、意

見交換を実施した。 
 
●考察（参加者兼班員の立場から） 
応用編研修会では、全国各地の医療圏における在宅医療に関する状況報告があり、地方と都

市部では高齢化率、人口減少の時期、利用可能な医療資源に大きな差があることを知る機会と
なった。また自治体により医療機関の特性や状況が各々で異なるため、同じ人口規模でも同様
の対処方法が正解とは限らないことが分かった。しかし、どの地域でも今後、在宅医療を含む
医療資源の適切な配置について医療機関と住民、行政による検討は必要と考えられた。行政が
検討を進めるうえで、医療機関及び住民の医療ニーズをよく知る保健所が加わる意義がある
ことが認識できた。 
参加者兼班員として、県の公衆衛生医師、病院長、事務長や市役所の保健医療部門の担当計

10 名弱と今後の医療体制整備についてのヒアリングと意見交換を行ったが、ヒアリングした
全ての人が勉強会や腹を割った話し合いが必要と言う意見だった。しかし、誰がどう動けばい
いのか役割が決まっておらず動きは取れていない。今後は公衆衛生医師間で現状認識を共有
化することから始めて、市役所内の関係者に対する勉強会を始めたいと考えている。将来的に
県から市への権限移譲により市が主体として医療体制整備ができる仕組みを実現するため、
市役所内に対応する部署を配置することを目指したい。 
 
④大都市部（ⅳ）市型保健所 

●●地地域域特特性性  
・高齢化率：25.7％の政令指定都市 
・当該保健所：1 市（医療圏人口の 71.2％）を管轄 
・医師会、歯科医師会、薬剤師会は単一 
・総人口は 2020 年をピークに緩やかに減少傾向に転じた。 
年齢生産人口は 2020 年以降減少。一方、後期高齢者は 2050 年まで増加し続ける。 

・今後の医療需要はほぼすべての分野で増加する見込み 
・看護師数は減少し、2045 年には需要の 6 割程度しかカバーできない予測 
⇒県全体として高度急性期や急性期病床の集約化し人材の不足分を補う計画 

●●管管内内のの在在宅宅医医療療ににつついいててのの現現状状とと課課題題  
1. 診療所・病院・訪問看護ステーション 
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化することから始めて、市役所内の関係者に対する勉強会を始めたいと考えている。将来的に
県から市への権限移譲により市が主体として医療体制整備ができる仕組みを実現するため、
市役所内に対応する部署を配置することを目指したい。 
 
④大都市部（ⅳ）市型保健所 

●●地地域域特特性性  
・高齢化率：25.7％の政令指定都市 
・当該保健所：1 市（医療圏人口の 71.2％）を管轄 
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・在支診数は 100 か所程度で緩やかに増加しているが、全国と比較して半分程度 
・在支診（単独型）は 5 か所、在支診（機能連携型）は 22 か所、その他は 72 か所 
・訪問診療を行っている診療所は 121 か所あるが、全国と比較して半分程度 
いくつかの在宅専門クリニックが訪問診療の多くを担っている 

・在支病数は 12 か所で横ばい。全国比で少ない状態が継続 
・急性期病床は 2025 年の必要病床数と比較して過剰状態である。 
回復期病床の新規入院患者数、稼働率ともに伸び続けている。 
療養病床は全国と比して少ない。病床稼働率は 97.3％と全国と比べて高く、平均在 
院日数は全国比の約 3 倍。新規入棟患者数は下がり続けている。 

・入所者型介護施設定員数は 1.6 万人と全国と比較して多い。 
・訪問看護ステーションは約 110 か所で年々増加しており、うち 9 割が 24 時間対応
のステーション。平均常勤数は 8.7 人 

2. 死亡時の状況 
・施設看取り率は 20.3％と全国と比較して多い。介護施設定員数が多いことも一因と
考えられる。 

・在宅看取り率は 20.4％で全国平均より多いが、その中には医療の管理下にない死亡
が一定数あると考えられる。さらに市民を対象としたアンケートでは約 9 割の市民
が自宅で亡くなりたいと希望しているというデータもあるが、そのニーズに十分応
えられている状況ではない。 

3. 管内診療所へのヒアリング内容 
※ヒアリングのなかでの在宅医療とは訪問診療と往診を含んでいる 
・現在、診療所のうち在宅医療を提供しているのは全体の 17.0％。提供していない理
由としては、ニーズがない、職員不足、職員の高齢化、24 時間対応への困難さなど
が寄せられている。 

・現時点で在宅医療を提供している医師の約半数が 60 歳代以上・在宅医療を行うた
めには、時間的余裕や、複数の診療所・医師との連携などによる負担軽減策などへ
の要望が多い。 

●●課課題題にに対対すするる対対応応案案  
・在宅医療連携拠点：市 
・当該市の対応：地域在宅療養推進連絡会の実施を推進 
・これらの会議に保健福祉センター長や保健師など保健所職員と共に参加し、地域の現状
について関係者からヒアリングを行う 

・市内の在宅を含む医療の現状について評価した内容及び問題意識を病院長会議や医師会
との意見交換の場で共有する 

※当該保健所については、参加者が意思決定権のない役職にあり、参加後の実践は求めない前
提で参加された。 
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●考察 
 現在、慢性期の医療ニーズの多くを療養病床や介護施設などで賄っているため、在宅医療の
ニーズは低い状態と地域では認識されている。しかし、今後在宅医療の需要は 2040 年（2013
年比）には 2 倍に増加すると予測されている。さらに市民へのアンケートでは終末期在宅ケ
アへの期待も大きい。 
当該市では療養病床の利用率の高さなどの理由から急性期病院からの転院が進まず、急性

期病床の不足が問題となっている。今後、当該医療圏での医療需要・介護需要は増加し続ける
ことが予測されており、慢性期の受け皿として在宅医療・介護を強力に推進しなければ急性期
から慢性期への移行が進まず、慢性期のみならず医療全体の供給が需要に追い付かない可能
性が高い。各病院の役割を整理し、急性期から回復期そして在宅を含む慢性期への移行を円滑
にするために、市（保健所）として各病院と現状や問題意識を共有できる場を設けたい。 
市医師会を中心に ACP について啓発・取り組みを進めており、一部診療所も取り組みを始

めている。在宅医療と共に ACP についても管内全体に広げていけるよう、市としても啓発し
ていく必要がある。ICT ツールなどについても管内で統一されたものはまだなく、医療・介護
連携の仕組みと共に検討の余地があると考えられた。 
 
⑤地方都市部と中山間部の混在地域 県型保健所 

●地域特性(７市８町３村) 
・総人口[高齢化率]は 56.2 万人[31.2%]で、2020 年にピークを迎え、緩やかに減少傾向に
ある。（西部３町：6.3 万人[33.8%]、中部５市２町１村： 36.7 万人[29.3%]、東部 2 市
３町２村：13.1 万[35.1%]） 

・生産年齢人口はすでに減少傾向にあり、2040 年には 2020 年比 71%、 2045 年には 
2020 年比 64%と急激に減少していく。 

・高齢者人口はほぼ横ばい。 とくに 85 歳以上人口は 2025 年から 2035 年にかけて、約 
1.7 倍に増加し、2035 ～2040 年にピークを迎え 2045 年には減少する見込み。  
高齢化率： 31.2%で、今後も上昇する見込み。高齢化の状況は地域ごとに異なり、東部
地域は中部・西部地域に比べ、過疎化・高齢化率が高い。各地域とも盆地の平野部に比較
し、山間部での過疎化・高齢化率が高い。 

●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 外来患者推計に基づく新規診療所開設見込み 

・外来患者推計は、西部で 2025～2030 年がピーク、中部で 2025～2035 年がピーク、
東部で 2020～2025 年がピークであるため、中部以外は今後の新規開業見込みは乏し
いものの、西部・中部・東部の平地は車による交通の便が比較的良いため、中部近隣の
西部・東部での開業は見込まれる。 

2. 診療所、病院 
・在支診数は、西部で９か所、中部で 54 か所、東部で 20 か所。西部と東部は 2018 年
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期病床の不足が問題となっている。今後、当該医療圏での医療需要・介護需要は増加し続ける
ことが予測されており、慢性期の受け皿として在宅医療・介護を強力に推進しなければ急性期
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性が高い。各病院の役割を整理し、急性期から回復期そして在宅を含む慢性期への移行を円滑
にするために、市（保健所）として各病院と現状や問題意識を共有できる場を設けたい。 
市医師会を中心に ACP について啓発・取り組みを進めており、一部診療所も取り組みを始

めている。在宅医療と共に ACP についても管内全体に広げていけるよう、市としても啓発し
ていく必要がある。ICT ツールなどについても管内で統一されたものはまだなく、医療・介護
連携の仕組みと共に検討の余地があると考えられた。 
 
⑤地方都市部と中山間部の混在地域 県型保健所 

●地域特性(７市８町３村) 
・総人口[高齢化率]は 56.2 万人[31.2%]で、2020 年にピークを迎え、緩やかに減少傾向に
ある。（西部３町：6.3 万人[33.8%]、中部５市２町１村： 36.7 万人[29.3%]、東部 2 市
３町２村：13.1 万[35.1%]） 

・生産年齢人口はすでに減少傾向にあり、2040 年には 2020 年比 71%、 2045 年には 
2020 年比 64%と急激に減少していく。 

・高齢者人口はほぼ横ばい。 とくに 85 歳以上人口は 2025 年から 2035 年にかけて、約 
1.7 倍に増加し、2035 ～2040 年にピークを迎え 2045 年には減少する見込み。  
高齢化率： 31.2%で、今後も上昇する見込み。高齢化の状況は地域ごとに異なり、東部
地域は中部・西部地域に比べ、過疎化・高齢化率が高い。各地域とも盆地の平野部に比較
し、山間部での過疎化・高齢化率が高い。 

●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 外来患者推計に基づく新規診療所開設見込み 

・外来患者推計は、西部で 2025～2030 年がピーク、中部で 2025～2035 年がピーク、
東部で 2020～2025 年がピークであるため、中部以外は今後の新規開業見込みは乏し
いものの、西部・中部・東部の平地は車による交通の便が比較的良いため、中部近隣の
西部・東部での開業は見込まれる。 

2. 診療所、病院 
・在支診数は、西部で９か所、中部で 54 か所、東部で 20 か所。西部と東部は 2018 年

から横ばいだが、中部は増加傾向にある。 
・県医師会のアンケート結果によると、在宅医療継続見込み年数で見ると、西部は 15 年
後、中部・東部は 10 年後には診療所による在宅医療の供給が 80％減となる。 

・地域包括ケア病棟を持つ病院は、西部は 4 病院中、１病院で 44 床を持ち、在支病で
ある。地域包括ケア病棟を持たない在支病が１病院あり、後方支援病院はない。 中部
は 19 病院中、８病院で 267 床を持ち、そのうち１病院が在支病である。地域包括ケ
ア病棟を持たない在支病が１病院あり、後方支援病院はない。東部は 7 病院中、3 病
院で 179 床を持ち、１病院が在支病、１病院が後方支援病院である。地域包括ケア病
棟を持たない 2 病院が在支病である。 

3. 訪問看護ステーション 
・西部３町は 8 施設、中部５市２町 1 村は 50 施設、東部２市３町２村は 18 施設で、ど
の地域でも平均看護職員数常勤換算で 8 人であった。 

4. 自宅・施設死亡者数 
・2018～2022年の自宅死亡者の割合は西部で15.6-20.4%[3町8.1-23.3%]、中部で 14.8-

16.9%[5 市２町 1 村で 8.6-19.7%]、東部で 17.9-19.7% [２市３町２村 7.7-23.5%] 
・2018～2022 年の自宅+施設死亡者の割合は西部で 26.3-33.2%[3 町 19.9-36.7%]、中
部で 14.8-16.9% [5 市 2 町 1 村 8.6-19.7%]、東部で 17.9-19.7% [２市３町２村 7.7-
24.3%] 

●課題に対する対応案 
2040 年までに在宅医療サービスを現在の 2 倍にすることを目標とし、2030 年までに目

途をつけるための改善策を話し合う。現状のデータと将来予測を関係者に共有し、病院・医
師会・訪問看護・市町村のヒアリングを行うサイクルを繰り返す。 
・在支診の増加が見込めない場合は、南部・東部で実現されている在支病による在宅医療提
供体制を他地域でも構築する。 

・「面倒見のいい病院」評価事業を推進することで、地域包括ケア病棟や医療介護複合体の
増加を見込む。 

・医療介護連携推進事業や集合住宅の活用も検討する。 
●管内の合意形成の手順 

10 年後を見据えてデータの整理、蓄積を行い、既存の会議体（入退院ルール調整会議、
医療介護連携会議、地域医療構想調整会議、県医師会の地域包括ケア推進会議、地域医療支
援病院会議、在宅医療後方支援病院会議）を通じて、まずは危機感を共有していく。 

 
●研修後の経過 
保健所は、各市町村が開催する入退院調整ルールに係る医療介護連携会議、本庁福祉部局が

委託している医介連携伴走支援会議に参加している。保健所から情報提供を行うことを検討
している段階にある。 
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●考察 
当該保健所の管轄する圏域は、地方都市部から中山間部まで広い。中山間部は医療資源が乏

しく民間診療所では対応仕切れていない。へき地支援病院である公立の地域中核病院の総合
診療部門が医療供給の拠点となり、へき地診療所の運営に加え、在宅医療への支援を拡大する
形で調整が進んでいる。在宅医療の需要増加と供給減少が緩やかに進んだ結果、医療従事者の
育成体制も構築し成功例となっていると考えられた。 
一方で、地方都市部では診療所が大部分の供給をまかなっており、病院が在宅医療に関わる

ことは少ない。将来的にも医療資源の減少は少ない見込みであるが、在宅医療の需要増加が急
激に進むため、需要と供給のバランスを踏まえると量が不足すると予測される。当該保健所と
しては、関係者間でこうした危機感を共有し、地方都市部にも中山間部モデルを導入する方向
で検討している。 
 

⑥中山間地域（ⅰ）県型保健所 

●地域特性 
・人口は約５万人、1970 年以降人口減少が続いている。2040 年には人口が約 3.5 万人まで
減少すると予想されている。現在の高齢化率は約 43％。 

・中山間地域が多くしめ、人口密度は低い。特に、高齢者は山間部に点在しており、高齢者
単独世帯も多い。 

・医療・介護需要は減少の見込みで、2020 年を 100 としたとき 2040 年には 70 程度、2050
年には 60 程度になると予想されている。 

●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 診療所  

内科系診療所は人口 10 万人あたりの施設数をみると全国平均数以上にあるが、医師
の高齢化（圏域内医師の半数以上が 60 歳以上）が進み、廃業が継続的にある。新規開
業は見込めない。在宅支援診療所は全国平均程度あるが、高齢の医師が担っている。 

2. 病院  
病院数においても人口 10 万人あたりの施設数でみると全国平均以上にあるが、100 床
未満の民間病院が多い。常勤医師数が少なく、圏域外から派遣される医師が担う部分
も大きい。常勤医は高齢化が進んでいる。圏域内の急性期患者の半数が圏域外に流出、
圏域内での手術件数はわずかとなっている。在宅支援病院数は微増傾向。 

3. 訪問看護ステーション  
多くが小規模な零細ステーション。山間地域の訪問では、１日の訪問件数は３件程度、
地形的に赤字経営となってしまう。病院併設のステーションが多く、法人全体で収益
化している。赤字経営の末、閉所となるステーションもでてきている。 

4. 訪問診療患者数 
在宅訪問診療料の需要推計と実績値を比較すると、実績値を需要推計値が大きく上回
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●考察 
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単独世帯も多い。 

・医療・介護需要は減少の見込みで、2020 年を 100 としたとき 2040 年には 70 程度、2050
年には 60 程度になると予想されている。 

●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 診療所  

内科系診療所は人口 10 万人あたりの施設数をみると全国平均数以上にあるが、医師
の高齢化（圏域内医師の半数以上が 60 歳以上）が進み、廃業が継続的にある。新規開
業は見込めない。在宅支援診療所は全国平均程度あるが、高齢の医師が担っている。 

2. 病院  
病院数においても人口 10 万人あたりの施設数でみると全国平均以上にあるが、100 床
未満の民間病院が多い。常勤医師数が少なく、圏域外から派遣される医師が担う部分
も大きい。常勤医は高齢化が進んでいる。圏域内の急性期患者の半数が圏域外に流出、
圏域内での手術件数はわずかとなっている。在宅支援病院数は微増傾向。 
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4. 訪問診療患者数 
在宅訪問診療料の需要推計と実績値を比較すると、実績値を需要推計値が大きく上回

るため、訪問診療の供給量が不足していると考えられる。一方、医療必要度の高い項
目（在宅酸素や自己注射など）については、需要推計値と実績値がほぼ同等であるこ
とから、需要を概ね満たしていると考えられる。 

●課題に対する対応案 
・訪問診療の供給不足が懸念される中で、自宅死亡のうちどの程度孤独死が含まれている
のか、死亡小票を用いて確認をする。 
・保健所が圏域内病院へ医療需要推計と実績値含めたデータを提供し、現状の医療提供体
制について各医療機関へ共有することで、各医療機関の取り組みを支援する。 
・大学等と連携をすることで、在宅医療・介護人材の確保を行う。 
・在宅医療の供給方法として、公民館や廃業した診療所を活用し、D to P with Nでの遠隔
診療を検討している。また中期的には、より医療アクセスが不便な地域へ、ドローン等情
報通信技術や常時モニタリングなど遠隔医療システムの活用を検討している。管轄して
いる圏域全体において過不足なく医療の提供ができるよう、こうした取組を関係者と共
有しながら連携して進める。 
●管内での合意形成の手順 
既存の会議体（各自治体での在宅医療介護連携推進会議など）で課題を共有し、多職種連
携で課題解決を進める。 

 
●研修後の経過 
不足する情報として自宅死亡事例の背景が重要と分かったことから、死亡小票を確認して

自宅死に関わる管内特性を把握した。 
保健所から圏域内の各医療機関へ在宅医療提供体制に関する現状と今後の見込みを共有し、

各医療機関の取り組み支援を継続している。また、医療アクセスが不便な地域での遠隔診療に
ついて所内協議を開始した。 
 
●考察 
 本圏域は高度経済成長期以降、人口減少がつづいており、医療や看護、介護の担い手の減少
や高齢化で医療資源が限られている。人口減少が進む状況において、保健・医療・介護サービ
スを安定的に提供できるよう、在宅医療に限らず医療提供体制の再構築が必要な地域である。
そこで、保健所から圏域内の各医療機関へ在宅医療提供体制に関する現状と今後の見込みを
共有し、各医療機関の取り組みを支援することを開始した。これまで複数の医療機関が圏域内
の医療需要に見合った病床転化などを実施し、圏域内の医療提供状況は改善してきている。 
今後は、圏域内での病床転化などの好事例について他医療機関と共有することで、取り組み
を横展開していくことが期待される。また、医療アクセスが不便な地域においても医療サービ
スが受けられるよう情報通信システム等を効果的に用いた体制構築を目指しており、今後は
医療提供と併せて介護連携の検討を進めていくことが必要と考えられた。 
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 ⑦中山間地域（ⅱ） 県型保健所 

●地域特性 
・人口およそ 11.5 万人、高齢化率およそ 35％ 
・総人口は減少を続けており、後期高齢者数は 2030 年をピークに減少する見込み 
●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 診療所、病院 

・在支診が２か所、在支病が２か所。 
・訪問診療を実施している診療所数は 22 か所。 
・地域包括ケア病棟を持つ病院が３か所、在宅療養後方支援病院が１か所。 
・公的医療機関の中には、地域包括ケア病棟設置、機能強化型訪問看護ステーション
併設、訪問診療実施の改革を行っている病院があるほか、いずれの病院も退院前訪
問指導、退院後訪問指導を行っている。 

・在宅ターミナルケア加算（在支診等以外）の SCR は全国平均よりも高く、在支診等
以外の医療機関が担っている役割が大きい 

⇒・在宅医療を支えている在支診等以外の診療所における医師の高齢化も念頭に、管
内の介護需要増加が予測される 2025 年～2035 年において、在宅医療の担い手が
足りているのか確認が必要 

・訪問診療を行っている在支診以外の診療所又は現時点で在支診３である診療所が、
在支診２（機能強化型在支診（連携型））になる可能性はあるのか確認が必要。併
せて、在支診２になることが管内の在宅医療供給の安定・持続に資するのか、連携
する上で主導権をとる存在がいるのかについても確認が必要。 

2. 訪問看護ステーション 
・管内に６か所あり、施設数は数年ほとんど変化がない一方で職員数は増加傾向にあ
る。ただし、増加傾向ではあるが、老年人口あたりの看護職員数は全国平均よりも
少なく、県内の他の地域と比較しても少ない。 

・訪問看護指示料の SCR が 20～30 と県内の他の地域と比べても低値 
⇒・訪問看護の指示件数は少ないものと予測され、また訪問看護を提供する施設・職員

ともに数が少ないことから、管内の訪問看護供給の絶対量は不足していると考えら
れる。一方、これまでは訪問看護の不足を病院や施設でカバーしてきた経緯があり、
医療関係者らは訪問看護が不足していると認識していない可能性がある。加えて、
訪問看護指示が極端に少ない理由については単なる提供量不足に留まらない理由が
存在する可能性がある（例えば、医療機関、訪問看護事業所及びケアマネジャーと
の連携に課題がある可能性等） 

3. 自宅・施設死亡者数 
・自宅・施設死亡者の割合は全国平均並み 
・自宅死亡者単独の割合は全国よりも低く、自宅死亡者に孤独死が含まれているか否
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 ⑦中山間地域（ⅱ） 県型保健所 

●地域特性 
・人口およそ 11.5 万人、高齢化率およそ 35％ 
・総人口は減少を続けており、後期高齢者数は 2030 年をピークに減少する見込み 
●管内の在宅医療についての現状と課題 
1. 診療所、病院 

・在支診が２か所、在支病が２か所。 
・訪問診療を実施している診療所数は 22 か所。 
・地域包括ケア病棟を持つ病院が３か所、在宅療養後方支援病院が１か所。 
・公的医療機関の中には、地域包括ケア病棟設置、機能強化型訪問看護ステーション
併設、訪問診療実施の改革を行っている病院があるほか、いずれの病院も退院前訪
問指導、退院後訪問指導を行っている。 

・在宅ターミナルケア加算（在支診等以外）の SCR は全国平均よりも高く、在支診等
以外の医療機関が担っている役割が大きい 

⇒・在宅医療を支えている在支診等以外の診療所における医師の高齢化も念頭に、管
内の介護需要増加が予測される 2025 年～2035 年において、在宅医療の担い手が
足りているのか確認が必要 

・訪問診療を行っている在支診以外の診療所又は現時点で在支診３である診療所が、
在支診２（機能強化型在支診（連携型））になる可能性はあるのか確認が必要。併
せて、在支診２になることが管内の在宅医療供給の安定・持続に資するのか、連携
する上で主導権をとる存在がいるのかについても確認が必要。 

2. 訪問看護ステーション 
・管内に６か所あり、施設数は数年ほとんど変化がない一方で職員数は増加傾向にあ
る。ただし、増加傾向ではあるが、老年人口あたりの看護職員数は全国平均よりも
少なく、県内の他の地域と比較しても少ない。 

・訪問看護指示料の SCR が 20～30 と県内の他の地域と比べても低値 
⇒・訪問看護の指示件数は少ないものと予測され、また訪問看護を提供する施設・職員

ともに数が少ないことから、管内の訪問看護供給の絶対量は不足していると考えら
れる。一方、これまでは訪問看護の不足を病院や施設でカバーしてきた経緯があり、
医療関係者らは訪問看護が不足していると認識していない可能性がある。加えて、
訪問看護指示が極端に少ない理由については単なる提供量不足に留まらない理由が
存在する可能性がある（例えば、医療機関、訪問看護事業所及びケアマネジャーと
の連携に課題がある可能性等） 

3. 自宅・施設死亡者数 
・自宅・施設死亡者の割合は全国平均並み 
・自宅死亡者単独の割合は全国よりも低く、自宅死亡者に孤独死が含まれているか否

かは未確認 
⇒・自宅死亡を希望する人の割合が多いにも関わらず、自宅死亡者割合が低いのであ
れば課題であるため、まずは地域のニーズ（価値観）を把握する必要がある 

4. 退院支援 
・地域独自の入退院支援ルールを作成し、入退院支援にかかるネットワーク体制を構
築している。 
・入退院時の病院と介護支援専門員間での情報提供率は年々上昇傾向にあり、全国的
にみても情報提供率は高い。 
・３つの公的病院が今年度中に電子カルテ共有化の予定 

●課題に対する対応案 
・郡市医師会経由のアンケートやヒアリングを通して、在宅医療を担っている診療所の実
態として、現状の訪問診療の提供状況、将来的展望、訪問看護との連携状況等について把
握する。 
・将来的に管内の公的病院が訪問診療の実施、訪看ステーションの開設など直接在宅医療
を提供する体制に向かうための検討を行う。 
・訪問看護指示の少ない背景を明らかにするために、病院・診療所に対するヒアリングを実
施する。 
・上記ヒアリングの結果を踏まえて、訪問看護指示を適切な実施を促進するための医師向
けの啓発を行う。例えば、介護支援専門員を通じて収集した地域の潜在的な訪看のニーズ
の明確化と共有、訪問看護ステーション等との顔の見える関係をつくる場の設置等） 

※当該保健所については、参加者が意思決定権のない役職にあり、参加後の実践は求めない前
提で参加された。 
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５ 考察 

（１）基本編研修会 

基本編研修会については参加希望者が昨年の約３倍になるなど、在宅医療の知識の習得に
対して高いニーズがあることがわかった。在宅医療及び政策立案に関する理解度は研修会直
後に増加し、さらに半年後も同程度を維持していることから、研修会を通じて理解度の向上と
その定着が得られたと考えられた。また、現地開催した昨年度と比較して満足度や理解度が大
きく変わらないことからオンライン形式での研修が有用であることが分かった。 
 一方で、研修後にハンドブックに沿った管内の在宅医療データ分析を実施した割合は
15.7％と少なく、得られた知識を実践につなげることが課題と考えられた。 
 

（２）応用編研修会 

参加保健所のヒアリング結果から、保健所長が同伴した全ての保健所が研修成果を持ち帰
り、地域での実践につなげていた。応用編研修を通じて作成した「管内の在宅医療を向上させ
るための素案」とその作成プロセスが実践につながったと考えられた。 
保健所が地域医療構想に直接関わらない自治体においても、地域の在宅医療や在宅医療・介

護連携について考えることで、所管業務を通じた実践につながったという感想も聞かれた。保
健所の事業として地域医療構想を担っていない自治体もあるが、保健所が地域診断を通して
実情を客観的に把握し、日頃の関係性を活かした管内の医療提供体制の調整を図ることは意
義があり、また保健所の役割を果たすことでもあると考えられた。 
基本編研修会と比較して応用編研修会の応募者及び参加者は圧倒的に少なかった。参加勧

奨を行った際に得られた意見から、2 日間にわたる研修会を東京都で開催したことにより、日
程や旅費等の確保が困難であったことが理由の一つとして考えられた。加えて、基本編研修会
の参加者の約 85％が管内での在宅医療データ分析の実施を行っていなかったことから、保健
所が「在宅医療に積極的に関わる拠点」となり得るという認識に乏しい可能性が推察された。 

 

（３）研修会を通じた効果 

今回、応用編に参加した保健所の多くは、管内に在宅医療提供体制を整備する仕組みが存在
しない状況であった。そのため、研修後に参加者が管内に新たに体制整備の仕組みを構築して
いくことについて悩むことが少なくなかった。今回の研修会を通じて、困難さがありながらも
全参加者が地域で実践できた背景として、在宅医療の充実化において保健所の役割があるこ
とを意識して取り組んだことや、管轄自治体の地域診断による実態把握と具体策を検討する
プロセスが有用だったと考えられた。さらに、グループワークや意見交換における経験者・有
識者の助言、他自治体の具体的対応案や合意形成手順の共有が実践するうえの手掛かりとな
っていた。 
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５ 考察 

（１）基本編研修会 

基本編研修会については参加希望者が昨年の約３倍になるなど、在宅医療の知識の習得に
対して高いニーズがあることがわかった。在宅医療及び政策立案に関する理解度は研修会直
後に増加し、さらに半年後も同程度を維持していることから、研修会を通じて理解度の向上と
その定着が得られたと考えられた。また、現地開催した昨年度と比較して満足度や理解度が大
きく変わらないことからオンライン形式での研修が有用であることが分かった。 
 一方で、研修後にハンドブックに沿った管内の在宅医療データ分析を実施した割合は
15.7％と少なく、得られた知識を実践につなげることが課題と考えられた。 
 

（２）応用編研修会 

参加保健所のヒアリング結果から、保健所長が同伴した全ての保健所が研修成果を持ち帰
り、地域での実践につなげていた。応用編研修を通じて作成した「管内の在宅医療を向上させ
るための素案」とその作成プロセスが実践につながったと考えられた。 
保健所が地域医療構想に直接関わらない自治体においても、地域の在宅医療や在宅医療・介

護連携について考えることで、所管業務を通じた実践につながったという感想も聞かれた。保
健所の事業として地域医療構想を担っていない自治体もあるが、保健所が地域診断を通して
実情を客観的に把握し、日頃の関係性を活かした管内の医療提供体制の調整を図ることは意
義があり、また保健所の役割を果たすことでもあると考えられた。 
基本編研修会と比較して応用編研修会の応募者及び参加者は圧倒的に少なかった。参加勧

奨を行った際に得られた意見から、2 日間にわたる研修会を東京都で開催したことにより、日
程や旅費等の確保が困難であったことが理由の一つとして考えられた。加えて、基本編研修会
の参加者の約 85％が管内での在宅医療データ分析の実施を行っていなかったことから、保健
所が「在宅医療に積極的に関わる拠点」となり得るという認識に乏しい可能性が推察された。 

 

（３）研修会を通じた効果 

今回、応用編に参加した保健所の多くは、管内に在宅医療提供体制を整備する仕組みが存在
しない状況であった。そのため、研修後に参加者が管内に新たに体制整備の仕組みを構築して
いくことについて悩むことが少なくなかった。今回の研修会を通じて、困難さがありながらも
全参加者が地域で実践できた背景として、在宅医療の充実化において保健所の役割があるこ
とを意識して取り組んだことや、管轄自治体の地域診断による実態把握と具体策を検討する
プロセスが有用だったと考えられた。さらに、グループワークや意見交換における経験者・有
識者の助言、他自治体の具体的対応案や合意形成手順の共有が実践するうえの手掛かりとな
っていた。 

（４）今後の課題 

 本事業班では、令和元年の全国調査により在宅医療に関する保健所の関わりが乏しいこと
を明らかにし、「管内の在宅医療について、医療計画を策定するためのハンドブック」の作成
やハンドブックを活用した研修会を開催してきた。今年度の事業班活動を通じて、多くの保健
所が在宅医療の充実化に取り組めるようにするために、知識を習得するうえではオンライン
形式の基本編研修会が有用であることがわかった。地域実践に向けては応用編研修会が有用
と考えられた一方で、現在の実施方法では多くの保健所にとって参加するハードルが高いと
考えられ、研修の実施方法や代替策について検討が必要と考えられた。 
令和 6 年 12 月に「新たな地域医療構想」が公表された。そこでは、超高齢化社会における

医療と介護の複合ニーズを踏まえた医療・介護提供体制として、在宅医療の充実化や高齢者救
急への対応等の整備が求められている。多職種が関わる地域包括ケアシステムと調和した在
宅医療を提供するにあたり、管内の医療提供体制を調整する機能を持つ保健所には一定の役
割がある。他方で、各自治体における保健所の位置づけや権限により、保健所が発揮できる役
割に違いがあることも事実である。自治体における保健所の位置づけや役割認識、「在宅医療
に積極的に関わる拠点」と保健所の関係などの実態を明らかにしたうえで、令和７年度に国が
示すガイドラインを踏まえながら、保健所が在宅医療体制の充実化に資するための方策を改
めて打ち出すことが必要と考えられた。 
 

（５）まとめ 

令和６年度は、令和７年度に策定予定とされる地域医療構想における在宅医療の充実及び
構想策定後の効果的な在宅医療体制整備の実現を目的に基本編研修会及び応用編研修会を開
催した。基本編研修会は、オンライン形式で実施することで多くの保健所等に情報を提供する
ことができ、研修を通じて得られた理解の向上は半年後も維持していることが確認できた。応
用編は参加者が少なかったものの、参加した全ての保健所が管内の在宅医療提供体制の整備
に着手していることを確認できた。 
令和７年度に新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを国が示すことから、

その動向も踏まえながら、在宅医療体制の充実化に保健所が一定の役割を担えるよう、保健所
の位置づけや役割認識等の実態を踏まえて、さらなる対応策を検討していくことが必要であ
る。 
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 １ 基本編研修会 セミナー配布資料 
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 ２ 基本編研修会 アンケート結果 
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在宅医療体制整備に関する研修会（基本編）アンケート結果 

 

1. 基本情報 

(ア) アンケート回答状況 

 事前アンケート回答者数 [人] 

  事後アンケート 最終アンケート 

    回答状況 
回答率 

回答状況 回答率 

    あり なし あり なし 

計 135 ５４ ８１ 40%    

研修参加者 78 ５１ ２７ 65% ２１ ５７ 27％ 

OD※のみ 57 3 54 5%    

※オンデマンド受講。以下同じ 

（参考）令和 5年度基本編参加者数：47人 

 

(イ) 事前アンケート回答者数 

①属性別 

 

事前アンケート回答者数 [人] 割合 

 保健所長 
保健所長

以外 

 
保健所長 

保健所長

以外 

計 135 38 97 100% 28% 72% 

研修参加者 78 36 42 100% 46% 54% 

ODのみ 57 2 55 100% 4% 96% 

  

②職種別 

 

事前アンケート回答者数[人] 

 医師 保健師 

医療職（医

師・看護職

以外） 

事務職 未回答 

計 135 48 59 5 21 2 

研修参加者 78 41 20 4 13 0 

ODのみ 57 40 20 4 13 0 

注 1：医師には歯科医師 1名を含む    注 2：保健師には助産師 1名を含む 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

研修参加者

ODのみ

職種別回答状況【事前】

医師 保健師 医療職（医師・看護職以外） 事務職 未回答
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③所属別                                                 [人] 

 保健所   本庁   

  県型 市型  都道府県 市 

計 116 91 25 16 10 6 

研修参加者 64 51 13 12 7 5 

ODのみ 52 40 12 4 3 1 

注：未回答 3名を除く 

 

 

(ウ) 事後アンケート回答者数 

①属性別 

                            

事後アンケート回答者数[人] 割合 

 保健所長 
保健所長

以外 

 
保健所長 

保健所長

以外 

計 ５４ 19 ３５ 100% 35% 65% 

研修参加者 51 19 ３２ 100% 37% 63% 

ODのみ 3 0 3 100% 0% 100% 

 

②職種別 

 

事後アンケート回答者数[人] 

 医師 保健師 

医療職（医

師・看護職

以外） 

事務職 未回答 

計 ５４ 21 17 3 13 0 

研修参加者 51 21 15 3 12 0 

ODのみ 3 0 2 0 1 0 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

研修参加者

ODのみ

所属別回答状況【事前】

県型保健所 市型保健所 本庁（都道府県） 本庁（市）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

研修参加者

ODのみ

職種別回答状況【事後】

医師 保健師 医療職（医師・看護職以外） 事務職 未回答

在宅医療体制整備に関する研修会（基本編）アンケート結果 

 

1. 基本情報 

(ア) アンケート回答状況 

 事前アンケート回答者数 [人] 

  事後アンケート 最終アンケート 

    回答状況 
回答率 

回答状況 回答率 

    あり なし あり なし 

計 135 ５４ ８１ 40%    

研修参加者 78 ５１ ２７ 65% ２１ ５７ 27％ 

OD※のみ 57 3 54 5%    

※オンデマンド受講。以下同じ 

（参考）令和 5年度基本編参加者数：47人 

 

(イ) 事前アンケート回答者数 

①属性別 

 

事前アンケート回答者数 [人] 割合 

 保健所長 
保健所長

以外 

 
保健所長 

保健所長

以外 

計 135 38 97 100% 28% 72% 

研修参加者 78 36 42 100% 46% 54% 

ODのみ 57 2 55 100% 4% 96% 

  

②職種別 

 

事前アンケート回答者数[人] 

 医師 保健師 

医療職（医

師・看護職

以外） 

事務職 未回答 

計 135 48 59 5 21 2 

研修参加者 78 41 20 4 13 0 

ODのみ 57 40 20 4 13 0 

注 1：医師には歯科医師 1名を含む    注 2：保健師には助産師 1名を含む 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

研修参加者

ODのみ

職種別回答状況【事前】

医師 保健師 医療職（医師・看護職以外） 事務職 未回答
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③所属別                                               [人] 
 保健所   本庁   

  県型 市型  都道府県 市 

計 ４３ 35 ８ 10 6 4 

研修参加者 ４０ 33 ７ 10 6 4 

ODのみ 3 2 1 0 0 0 

注：未回答１名を除く 

 

(エ) 最終アンケート回答者数 

①属性別 

 

最終アンケート回答者数 [人] 割合 

 保健所長 
保健所長 

以外 

 
保健所長 

保健所長

以外 

計 21 8 13 100% 38% 62% 

研修参加者 21 8 13 100% 38% 62% 

ODのみ 0 0 0    

 

②職種別 

 

最終アンケート回答者数 [人] 

 医師 保健師 

医療職（医

師・看護職

以外） 

事務職 未回答 

計 21 10 6 0 5 0 

研修参加者 21 10 6 0 5 0 

ODのみ 0 0 0 0 0 0 

 

③所属別                                                [人] 

 保健所   本庁   

  県型 市型  都道府県 市 

計 16 13 3 5 3 2 

研修参加者 16 13 3 5 3 2 

ODのみ 0 0 0 0 0 0 
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2. 単純集計（事前アンケート結果） 

(ア) 今回の研修に参加しようと思われた理由はなんですか？（複数選択可）          [人] 

   全体     

    研修参加者 ODのみ 

・管内の在宅医療の現状と課題を把握するため 92 49 43 

・管内の在宅医療の課題に対する解決策を知るため 94 45 49 

・地域医療構想の推進のため 55 30 25 

・所属先から参加するように指示があったため 11 5 6 

・知人等が参加しているため 2 0 2 

・その他: 8 3 5 

 

 

(イ) あなたが所属している保健所が、在宅医療に関わることはありましたか？ 

※個人ではなく組織として                                

 回答者数[人] 回答割合 
 計 あった なかった 計 あった なかった 

全体 135 104 31 100% 77% 23% 

研修参加者 78 52 26 100% 67% 33% 

ODのみ 57 52 5 100% 91% 9% 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・管内の在宅医療の現状と課題を把握するため

・管内の在宅医療の課題に対する解決策を知る

ため

・地域医療構想の推進のため

・所属先から参加するように指示があったため

・知人等が参加しているため

・その他

全体 研修参加者 ODのみ

③所属別                                               [人] 
 保健所   本庁   

  県型 市型  都道府県 市 

計 ４３ 35 ８ 10 6 4 

研修参加者 ４０ 33 ７ 10 6 4 

ODのみ 3 2 1 0 0 0 

注：未回答１名を除く 

 

(エ) 最終アンケート回答者数 

①属性別 

 

最終アンケート回答者数 [人] 割合 

 保健所長 
保健所長 

以外 

 
保健所長 

保健所長

以外 

計 21 8 13 100% 38% 62% 

研修参加者 21 8 13 100% 38% 62% 

ODのみ 0 0 0    

 

②職種別 

 

最終アンケート回答者数 [人] 

 医師 保健師 

医療職（医

師・看護職

以外） 

事務職 未回答 

計 21 10 6 0 5 0 

研修参加者 21 10 6 0 5 0 

ODのみ 0 0 0 0 0 0 

 

③所属別                                                [人] 

 保健所   本庁   

  県型 市型  都道府県 市 

計 16 13 3 5 3 2 

研修参加者 16 13 3 5 3 2 

ODのみ 0 0 0 0 0 0 
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➡「あった」とされた方に伺います。それはどのような関わりでしたか？（複数選択可） 

 

 

 

3. 単純集計（事後アンケート結果） 

(ア) 全体の満足度  

 8.20（95%CI 7.８９-8.５２） (n=５４)  (1-10の 10段階) 

 （参考）令和 5年度： 8.66（95%CI 8.37-8.95）参加者数 

 

(イ) 各々の講義に対する満足度 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて

動いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 研修参加者 ODのみ

4.51

4.43

4.28

4.28

4.37

4.31

4.24

4.24

4.24

4.09

0.0 2.0 4.0 6.0

B-1-① 在宅医療が必要な理由

B-1-② 在宅医療の基礎知識

B-1-③ 在宅医療の分析例

B-1-④ 在宅療養支援診療所への働きかけ

B-1-⑤ 中小病院への働きかけ

B-1-⑥ 訪問看護ステーションの実情

B-1-⑦ 在宅医療・介護連携

B-1-⑧ 在宅医療・介護連携

B-1-⑨ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法

B-1-⑩ グループワーク及び発表

(n=５４) （1-5の5段階）
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（ウ）研修後、ハンドブックに沿った管内の在宅医療データ分析を行いましたか？     [人] 

 計 はい いいえ 

全体 ５４ 8 ４６ 

研修参加者 ５１ ８ ４３ 

ODのみ 3 0 3 

 

 

4. 事前・事後のアンケート結果の比較 

(ア) あなたは積極的に管内の在宅医療の課題の把握、解決に向けて動きたいと思っていますか？ 

 事前アンケート  事後アンケート  

 
平均値 

(1-10の 10段階) 

回答数 平均値 

(1-10の 10段階) 

回答数 

全体 7.14 135 7.56 54 

研修参加者 7.00 78 7.57 51 

ODのみ 7.33 57 ― 3 

（参考）令和 5年度：研修前 6.94 → 研修後 8.28 

 

(イ) 在宅医療への理解(1-10の 10段階) 

注：「ODのみ」の事後アンケート結果はいずれも参考値（n=3） 

① 今後、在宅医療が必要な理由、また在宅医療体制を整備できなかった場合に起きうること

を説明できる。  

 

  

5.29 4.99
5.70

4.32

7.06 7.00
8.00 7.64

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

➡「あった」とされた方に伺います。それはどのような関わりでしたか？（複数選択可） 

 

 

 

3. 単純集計（事後アンケート結果） 

(ア) 全体の満足度  

 8.20（95%CI 7.８９-8.５２） (n=５４)  (1-10の 10段階) 

 （参考）令和 5年度： 8.66（95%CI 8.37-8.95）参加者数 

 

(イ) 各々の講義に対する満足度 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて

動いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 研修参加者 ODのみ

4.51

4.43

4.28

4.28

4.37

4.31

4.24

4.24

4.24

4.09

0.0 2.0 4.0 6.0

B-1-① 在宅医療が必要な理由

B-1-② 在宅医療の基礎知識

B-1-③ 在宅医療の分析例

B-1-④ 在宅療養支援診療所への働きかけ

B-1-⑤ 中小病院への働きかけ

B-1-⑥ 訪問看護ステーションの実情

B-1-⑦ 在宅医療・介護連携

B-1-⑧ 在宅医療・介護連携

B-1-⑨ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法
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(n=５４) （1-5の5段階）
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② 在宅医療の以下の言葉について、その意味や定義を説明できる。（在宅療養支援診療所・在

宅療養支援病院・地域包括ケア病棟（病床）・在宅医療後方支援病院、医療介護複合体）  

 

 

③ 都市部、中山間地域に特徴的な在宅医療の課題について説明できる。) 

 

 

④ 在宅医療を充実させるために保健所として、各々の対象に対してどのようなアプローチを

取ることかで゙きるか、説明できる。 

 

4.28 4.18 4.42
3.91

6.83 6.86
6.33

7.23

0.00

2.00

4.00

6.00
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10.00
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② 在宅医療の以下の言葉について、その意味や定義を説明できる。（在宅療養支援診療所・在

宅療養支援病院・地域包括ケア病棟（病床）・在宅医療後方支援病院、医療介護複合体）  

 

 

③ 都市部、中山間地域に特徴的な在宅医療の課題について説明できる。) 

 

 

④ 在宅医療を充実させるために保健所として、各々の対象に対してどのようなアプローチを

取ることかで゙きるか、説明できる。 
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⑤ 管内の在宅医療を向上させる政策案を策定する自信がある。 

 

 

⑥ 管内の在宅医療の課題とその対応策を理解している。 

 

 

⑦ 在宅医療を向上させるための政策案を策定した後、その内容を管内の医療関係者間で合

意形成する手順を理解している。 
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事前アンケート 事後アンケート

3.65 3.41
3.98

3.21

5.15 5.16 5.00
5.91

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

3.61 3.62 3.61
3.21

5.65 5.71

4.67

5.91

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

− 70 − − 71 −



⑧ 在宅医療を向上させるための政策を策定した後、それを実行していく手順を理解してい

る。 

 

 

 

5. 属性、所属別集計 

(ア) 今回の研修に参加しようと思われた理由 

 

 

3.24 3.26 3.23
2.6

5.59 5.63
5.00

5.83

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・管内の在宅医療の現状と課題を把握す

るため

・管内の在宅医療の課題に対する解決策

を知るため

・地域医療構想の推進のため

・所属先から参加するように指示があっ

たため

・知人等が参加しているため

・その他

全体

保健所長

保健所長以外

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・管内の在宅医療の現状と課題を把握す

るため

・管内の在宅医療の課題に対する解決策

を知るため

・地域医療構想の推進のため

・所属先から参加するように指示があった

ため

・知人等が参加しているため

・その他

全体

県型保健所

市型保健所

⑤ 管内の在宅医療を向上させる政策案を策定する自信がある。 

 

 

⑥ 管内の在宅医療の課題とその対応策を理解している。 

 

 

⑦ 在宅医療を向上させるための政策案を策定した後、その内容を管内の医療関係者間で合

意形成する手順を理解している。 

 

3.02 2.90 3.19

5.02 5.04 4.67

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ

事前アンケート 事後アンケート

3.65 3.41
3.98

3.21

5.15 5.16 5.00
5.91

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

3.61 3.62 3.61
3.21

5.65 5.71

4.67

5.91

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

全体 研修参加者 ODのみ （参考）令和５年度

事前アンケート 事後アンケート

− 71 −



(イ) あなたが所属している保健所が、在宅医療に関わることはありましたか？     [人] 

 全体 

保健所長別 所属別注 

保健所長 
保健所長

以外 

県型 

保健所 

市型 

保健所 

本庁 

（県・市） 

ｎ [人] 135 38 97 91 25 16 

あった [人] 104 22 82 76 18 9 

％ 77％ 58% 85% 84% 72% 56% 

注：未回答 3名を除く 

➡「あった」とされた方に伺います。それはどのような関わりでしたか？（複数選択可） 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて動

いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 保健所長 保健所長以外

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて

動いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 県型保健所 市型保健所

− 72 − − 73 −



(ウ) 全体の満足度 

＜事後アンケート結果＞ 

  全体 

保健所長別 所属別注 

保健所長 
保健所長 

以外 

県型 

保健所 

市型 

保健所 

本庁 

（県・市） 

ｎ [人] 54 19 35 35 8 10 

1-10段階 8.20 8.47 8.06 8.03 8.63 8.5 

注：未回答１名を除く 

 

 

(エ) 各々の講義に対する満足度 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

全体 保健所長 保健所長以外 県型保健所 市型保健所 本庁（県・市）

全体の満足度

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

① 在宅医療が必要な理由

② 在宅医療の基礎知識

③ 在宅医療の分析例

④ 在宅療養支援診療所への働きかけ

⑤ 中小病院への働きかけ

⑥ 訪問看護ステーションの実情

⑦ 在宅医療・介護連携

⑧ 在宅医療・介護連携

⑨ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法

⑩ グループワーク及び発表

全体 保健所長 保健所長以外 県型保健所 市型保健所

(イ) あなたが所属している保健所が、在宅医療に関わることはありましたか？     [人] 

 全体 

保健所長別 所属別注 

保健所長 
保健所長

以外 

県型 

保健所 

市型 

保健所 

本庁 

（県・市） 

ｎ [人] 135 38 97 91 25 16 

あった [人] 104 22 82 76 18 9 

％ 77％ 58% 85% 84% 72% 56% 

注：未回答 3名を除く 

➡「あった」とされた方に伺います。それはどのような関わりでしたか？（複数選択可） 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて動

いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 保健所長 保健所長以外

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・市町村の在宅医療介護連携の会議に参

加した

・関係機関から管内の在宅医療の現状、評

価について、ヒアリングを行った

・管内の在宅医療の現状について、データ

分析等で把握した

・地域医療構想調整会議で在宅医療を話

題にした

・在宅医療の課題について解決に向けて

動いた

・管内の医療計画圏域版の策定した

・その他:

全体 県型保健所 市型保健所

− 73 −



(オ) あなたは積極的に管内の在宅医療の課題の把握、解決に向けて動きたいと思っています

か？ 

① 属性別 

 全体 保健所長 保健所長以外 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 38 19 97 35 

回答平均 

（1-10の 10段階） 
7.14 7.56 7.11 7.47 7.15 7.60 

 

② 所属別 

 全体 県型保健所 市型保健所 本庁（県・市） 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 91 35 25 8 16 10 

回答平均 

（1-10の 10段階） 
7.14 7.56 6.97 7.40 7.52 7.75 7.50 8.00 

注：未回答者除く（事前：3名、事後：1名） 

 

(カ) 在宅医療への理解 

① 属性別                                         (1-10の 10段階) 

 
全体 保健所長 保健所長以外 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 38 19 97 35 

①管内の在宅医療を向上させる政策

案を策定する自信がある。 
3.02 5.02 3.55 6.11 2.81 4.43 

②管内の在宅医療の課題とその対応

策を理解している。 
3.65 5.15 3.87 5.42 3.57 5.00 

③在宅医療を向上させるための政策

案を策定した後、その内容を管内の

医療関係者間で合意形成する手順を

理解している。 

3.61 5.65 4.24 6.84 3.37 5.00 

④在宅医療を向上させるための政策

を策定した後、それを実行していく

手順を理解している。 

3.24 5.59 3.92 6.74 2.98 4.97 

− 74 − − 75 −



 

 

 

3.02
3.55

2.81

5.02

6.11

4.43

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

全体 保健所長 保健所長以外

管内の在宅医療を向上させる政策案を策定する自信がある。

事前アンケート 事後アンケート

3.61
4.24

3.37

5.65

6.84

5.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

全体 保健所長 保健所長以外

在宅医療を向上させるための政策案を策定した後、その内容を

管内の医療関係者間で合意形成する手順を理解している。

事前アンケート 事後アンケート

3.24
3.92

2.98

5.59

6.74

4.97

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

全体 保健所長 保健所長以外

在宅医療を向上させるための政策を策定した後、それを実行して

いく手順を理解している。

事前アンケート 事後アンケート

(オ) あなたは積極的に管内の在宅医療の課題の把握、解決に向けて動きたいと思っています

か？ 

① 属性別 

 全体 保健所長 保健所長以外 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 38 19 97 35 

回答平均 

（1-10の 10段階） 
7.14 7.56 7.11 7.47 7.15 7.60 

 

② 所属別 

 全体 県型保健所 市型保健所 本庁（県・市） 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 91 35 25 8 16 10 

回答平均 

（1-10の 10段階） 
7.14 7.56 6.97 7.40 7.52 7.75 7.50 8.00 

注：未回答者除く（事前：3名、事後：1名） 

 

(カ) 在宅医療への理解 

① 属性別                                         (1-10の 10段階) 

 
全体 保健所長 保健所長以外 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 38 19 97 35 

①管内の在宅医療を向上させる政策

案を策定する自信がある。 
3.02 5.02 3.55 6.11 2.81 4.43 

②管内の在宅医療の課題とその対応

策を理解している。 
3.65 5.15 3.87 5.42 3.57 5.00 

③在宅医療を向上させるための政策

案を策定した後、その内容を管内の

医療関係者間で合意形成する手順を

理解している。 

3.61 5.65 4.24 6.84 3.37 5.00 

④在宅医療を向上させるための政策

を策定した後、それを実行していく

手順を理解している。 

3.24 5.59 3.92 6.74 2.98 4.97 

− 75 −



② 所属別 

 
全体 県型保健所 市型保健所 本庁（県・市） 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 91 35 25 8 16 10 

①管内の在宅医療を向上

させる政策案を策定する

自信がある。 

3.02 5.02 2.98 4.94 3.08 5.13 2.88 5.30 

②管内の在宅医療の課題

とその対応策を理解して

いる。 

3.65 5.15 3.59 5.14 3.84 4.63 3.56 5.70 

③在宅医療を向上させる

ための政策案を策定した

後、その内容を管内の医療

関係者間で合意形成する

手順を理解している。 

3.61 5.65 3.54 5.60 3.32 5.75 4.06 5.70 

④在宅医療を向上させる

ための政策を策定した後、

それを実行していく手順を

理解している。 

3.24 5.59 3.16 5.54 3.08 5.75 3.63 5.70 

注：未回答者除く（事前：3名、事後：1名） 

 

 

6. （参考）最終アンケート結果 

※回答数が少ないため参考として記載 

(ア) 全体の満足度  

 8.10（95%CI 7.57-8.62） (n=21)  (1-10の 10段階) 

 

(イ) 各々の講義に対する満足度 

 

4.48

4.38

4.38

4.24

4.24

4.24

4.43

4.24

3.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

B-1-① 在宅医療が必要な理由

B-1-② 在宅医療の基礎知識

B-1-③ 在宅医療の分析例

B-1-④ 在宅療養支援診療所への働きかけ

B-1-⑤ 中小病院への働きかけ

B-1-⑥ 訪問看護ステーションの実情

B-1-⑦ 在宅医療・介護連携

B-1-⑧ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法

B-1-⑨ グループワーク及び発表

(n=21)
（1-5の5段階）

− 76 − − 77 −



(ウ) 研修後、ハンドブックに沿った管内の在宅医療データ分析を行いましたか？      [人] 

 計 はい いいえ 

全体 21 7 14 

 

(エ) 在宅医療を向上させるための政策は、現状、従来よりも充実したものになりつつあると思いま

すか？  

5.48  (n=21)  (1-10の 10段階) 

（保健所長：5.00   保健所長以外：5.78） 

                            

(オ) あなたは積極的に管内の在宅医療の課題の把握、解決に向けて動きたいと思っていますか？ 

 回答数 

[人] 

結果 

(1-10の 10段階) 

事前アンケート結果（再掲） 135 7.14 

事後アンケート結果（再掲） 54 7.56 

最終アンケート結果 ２１ 8.05 

 

(カ) 在宅医療への理解                                   (1-10の 10段階) 

 事前 

（再掲） 

事後 

（再掲） 

最終 

回答数[人] 135 54 21 

①今後、在宅医療が必要な理由、また在宅医

療体制を整備できなかった場合に起きうるこ

とを説明できる。 

5.29 7.06 6.67 

②在宅医療の以下の言葉について、その意味

や定義を説明できる。（在宅療養支援診療所・

在宅療養支援病院・③地域包括ケア病棟（病

床）・在宅医療後方支援病院、医療介護複合

体） 

4.28 6.83 6.57 

④都市部、中山間地域に特徴的な在宅医療

の課題について説明できる。 
2.60 6.93 6.52 

⑤在宅医療を充実さ

せるために保健所と

して、各々の対象に対

してどのようなアプロ

ーチを取ることかで゙

きるか、説明できる。 

a在宅療養支援診療

所 
3.47 6.41 6.14 

b中小病院 3.47 6.37 6.10 

c訪問看護ステーシ

ョン 
3.90 6.31 6.38 

d居宅介護支援事

業所 
3.51 5.98 6.05 

e市町村 4.32 6.54 6.38 

 

② 所属別 

 
全体 県型保健所 市型保健所 本庁（県・市） 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 

回答数 135 54 91 35 25 8 16 10 

①管内の在宅医療を向上

させる政策案を策定する

自信がある。 

3.02 5.02 2.98 4.94 3.08 5.13 2.88 5.30 

②管内の在宅医療の課題

とその対応策を理解して

いる。 

3.65 5.15 3.59 5.14 3.84 4.63 3.56 5.70 

③在宅医療を向上させる

ための政策案を策定した

後、その内容を管内の医療

関係者間で合意形成する

手順を理解している。 

3.61 5.65 3.54 5.60 3.32 5.75 4.06 5.70 

④在宅医療を向上させる

ための政策を策定した後、

それを実行していく手順を

理解している。 

3.24 5.59 3.16 5.54 3.08 5.75 3.63 5.70 

注：未回答者除く（事前：3名、事後：1名） 

 

 

6. （参考）最終アンケート結果 

※回答数が少ないため参考として記載 

(ア) 全体の満足度  

 8.10（95%CI 7.57-8.62） (n=21)  (1-10の 10段階) 

 

(イ) 各々の講義に対する満足度 

 

4.48

4.38

4.38

4.24

4.24

4.24

4.43

4.24

3.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

B-1-① 在宅医療が必要な理由

B-1-② 在宅医療の基礎知識

B-1-③ 在宅医療の分析例

B-1-④ 在宅療養支援診療所への働きかけ

B-1-⑤ 中小病院への働きかけ

B-1-⑥ 訪問看護ステーションの実情

B-1-⑦ 在宅医療・介護連携

B-1-⑧ 在宅医療体制整備の合意形成と推進の手法

B-1-⑨ グループワーク及び発表

(n=21)
（1-5の5段階）

− 77 −



(キ) 政策立案に向けた理解                            (1-10の 10段階) 

 
事前 

（再掲） 

事後 

（再掲） 

最終 

回答数[人]  135 54 21 

①管内の在宅医療を向上させる政策案を策

定する自信がある。 
3.02 5.02 5.00 

②管内の在宅医療の課題とその対応策を理

解している。 
3.65 5.15 5.52 

③在宅医療を向上させるための政策案を策

定した後、その内容を管内の医療関係者間

で合意形成する手順を理解している。 

3.61 5.65 5.71 

④在宅医療を向上させるための政策を策定

した後、それを実行していく手順を理解して

いる。 

3.24 5.59 5.38 

 

以上 

  

− 78 − − 79 −



３ 応用編研修会 アンケート結果 

 

 

  

(キ) 政策立案に向けた理解                            (1-10の 10段階) 

 
事前 

（再掲） 

事後 

（再掲） 

最終 

回答数[人]  135 54 21 

①管内の在宅医療を向上させる政策案を策

定する自信がある。 
3.02 5.02 5.00 

②管内の在宅医療の課題とその対応策を理

解している。 
3.65 5.15 5.52 

③在宅医療を向上させるための政策案を策

定した後、その内容を管内の医療関係者間

で合意形成する手順を理解している。 

3.61 5.65 5.71 

④在宅医療を向上させるための政策を策定

した後、それを実行していく手順を理解して

いる。 

3.24 5.59 5.38 

 

以上 
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在宅医療体制整備に関する研修会（応用編）アンケート結果 

 

1. 今回研修の全体的な満足度 （高い：10→低い：１） 

平均 8.6 （回答者数：９名） 

 

2. 全体的な感想（自由記載） 
○ 地域の実情が大きく異なるため、地域に合った対策が必要と思われた。 
○ 在宅医療体制整備について考えたいと思い、応用編に参加した。体制に危機感をもって

のことだったが、十分にプレゼンテーションができるだけのデータ分析やヒアリングがで

きておらず、また具体的な計画について所属内で意志統一ができていなかった 

○ おもしろかった 

○ 地域によってかなり進め方の困難さが異なることがよくわかり勉強になった。 
○ 様々な自治体の方と直に話が出来たのが良かった。良く知る方々から教えて頂き、また

他の自治体の方からも思ってもみない案や、様々な考え方を知ることが出来、本当に良

かった。 

○ 自分の組織の職員だけでは得られない知識や事例、提案を得られ、大変勉強になった。 

○ 人口や医療・介護資源等、地域特性の異なる自治体についてそれぞれの課題、今後の方
向性を異なる視点で聞くことができて、自自治体にも共通する部分や、状況が異なるか

らこそ見えてくる自自治体の課題について考えることができた。 

 

3. 応用編の日程・研修形態等について 

(ア) 基本編からの間隔 

 

 

今回の間隔（約２カ月）でよい 9名 

変更したほうがよい 0名 
 

(イ) 開催時期について、
概ね参加しやすい月

（※） 

 

 

9月 6名 

6月、10月、11月 各 3名 

7月、8月 各 2名 

5月、12月、1月、2月 各 1名 
 

(ウ) 開催に適する曜日 

 

 

 

 

土日祝 7名 

平日日中 １名 

土日祝・平日日中 １名 

平日時間外 0名 
 

(エ) 開催に適するタイムス
ケジュール（※） 

 

１泊２日程度 8名 

丸１日（午前～午後） ２名 

半日 １名 
 

(オ) どの程度前から開催
の情報があると参加

しやすいか（※） 

 

開催６か月前 5名 

開催３か月前 3名 

未回答 １名 
 

(カ) 開催の形式 

 

 

対面がよい ７名 

オンラインがよい １名 

どちらでも可 １名 
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(キ) 事前のデータ分析に
取り組むあたり、大変

だったこと（※） 

必要なデータを他部署の担当者から入手す

ること 
4名 

自組織では保有していないデータについ

て、他組織から入手すること 
3名 

取り組むための時間的余裕を確保すること 5名 

取り組むにあたり、上司や同僚の理解を得

ること 
3名 

データ分析そのものやグラフの作成 3名 

特に大変なことはなかった 2名 

その他：興味とやる気のある人に一緒にや

ってもらうこと 
1名 

 

※：複数回答 

 

4. 今回、応用編に参加するにあたり、参加決定に影響を及ぼした内容 

（大きく影響した[4] 、影響した[3]、 あまり影響しなかった[2]、 全く影響しなかった[1]から 1つ選択。） 

 回答平均 

事前にデータ分析を行うこと 2.6 

開催案内の配布時期 1.8 

出張を要すること 2.7 

宿泊を要すること 2.7 

職場の理解を得ること 1.7 

その他：事務職の方の出張費の確保が最も大変。 

 

5. 今後の研究班の会議（土日祝、オンライン）において、今回の研修の感想等をお話しいただくこと 

日程により可能：4名、可能：2名、不可：1名、未回答：1名 

 

6. 研修の改善点、要望、質問等（自由記載） 
○ 大変勉強させていただきました、ありがとうございました。 
○ 保健所管内に複数の医療圏があり、データの蓄積、ヒアリングも工夫していかないといけ

ないと思いました。 

○ 問題意識はあるものの、自自治体は大丈夫という意識があり、取り組みが進んでいかな
いことが多々あります。まずは所属の中で、問題点等が共有されるような働きかけをして

いきたいと思います。 

○ 事前データの解析は、大変ですが、必須だと思います。 
○ 参加自治体にスーパーバイザーを付けて下さいましたが、次回は自治体同士をペアにし

てスーパーバイザーを入れて３者で事前課題を行うのは如何でしょうか。 

○ 地域の実情が大きく異なるため、地域に合った対策が必要と思われた。 
 

以上 

  

在宅医療体制整備に関する研修会（応用編）アンケート結果 
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○ 地域の実情が大きく異なるため、地域に合った対策が必要と思われた。 
○ 在宅医療体制整備について考えたいと思い、応用編に参加した。体制に危機感をもって

のことだったが、十分にプレゼンテーションができるだけのデータ分析やヒアリングがで

きておらず、また具体的な計画について所属内で意志統一ができていなかった 

○ おもしろかった 

○ 地域によってかなり進め方の困難さが異なることがよくわかり勉強になった。 
○ 様々な自治体の方と直に話が出来たのが良かった。良く知る方々から教えて頂き、また

他の自治体の方からも思ってもみない案や、様々な考え方を知ることが出来、本当に良

かった。 

○ 自分の組織の職員だけでは得られない知識や事例、提案を得られ、大変勉強になった。 
○ 人口や医療・介護資源等、地域特性の異なる自治体についてそれぞれの課題、今後の方

向性を異なる視点で聞くことができて、自自治体にも共通する部分や、状況が異なるか

らこそ見えてくる自自治体の課題について考えることができた。 

 

3. 応用編の日程・研修形態等について 

(ア) 基本編からの間隔 

 

 

今回の間隔（約２カ月）でよい 9名 

変更したほうがよい 0名 
 

(イ) 開催時期について、
概ね参加しやすい月

（※） 

 

 

9月 6名 

6月、10月、11月 各 3名 

7月、8月 各 2名 

5月、12月、1月、2月 各 1名 
 

(ウ) 開催に適する曜日 

 

 

 

 

土日祝 7名 

平日日中 １名 

土日祝・平日日中 １名 

平日時間外 0名 
 

(エ) 開催に適するタイムス
ケジュール（※） 

 

１泊２日程度 8名 

丸１日（午前～午後） ２名 

半日 １名 
 

(オ) どの程度前から開催
の情報があると参加

しやすいか（※） 

 

開催６か月前 5名 

開催３か月前 3名 

未回答 １名 
 

(カ) 開催の形式 

 

 

対面がよい ７名 

オンラインがよい １名 

どちらでも可 １名 
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